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本
稿
は
、「
ボ
ル
サ･
フ
ァ
ミ
リ
ア

（
家
族
手
当
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
以
下
、

ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
）
に
集
約
さ
れ

た
こ
と
で
、
受
給
世
帯
数
が
二
〇
一
三

年
末
で
一
四
一
〇
万
に
達
し
、
世
界
最

大
規
模
と
な
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
条
件
付

現
金
給
付
政
策
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

や
実
施
の
様
子
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
な
ど
の
条
件
付
現
金
給
付

政
策
は
、
子
供
の
就
学
や
予
防
接
種
な

ど
何
か
し
ら
の
条
件
を
設
定
し
、
貧
困

層
へ
生
活
補
助
と
し
て
現
金
を
給
付
す

る
。
受
給
者
に
現
金
を
支
給
す
る
際
、

教
育
や
保
健
医
療
な
ど
人
的
資
源
の
形

成
を
促
す
活
動
を
条
件
に
す
る
こ
と

は
、
人
的
資
本
へ
の
投
資
を
意
味
し
、

そ
れ
に
よ
り
貧
困
の
連
鎖
を
断
ち
切
ろ

う
と
す
る
政
策
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

貧
困
対
策
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か

ら
新
興
途
上
国
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
メ
キ
シ
コ
で
の
実
践
が
注
目
を

集
め
た
よ
う
に
、
社
会
的
な
イ
ン
フ
ラ

や
制
度
が
相
対
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
、
そ
の
普
及
が
よ

り
進
ん
で
い
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
二
〇
〇
三
年
に
誕

生
し
た
労
働
者
党
の
ル
ー
ラ
大
統
領

（
二
〇
〇
三
〜
一
〇
年
）
が
、
政
権
の

主
な
社
会
政
策
と
し
て
、
条
件
付
現
金

給
付
政
策
で
あ
る
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ

ア
を
開
始
し
た
。
条
件
付
現
金
給
付
政

策
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
前
政
権
の
カ
ル
ド
ー

ゾ
大
統
領
時
代
（
一
九
九
五
〜
二
〇
〇

二
年
）か
ら
着
手
さ
れ
て
い
た
が
、ル
ー

ラ
政
権
が
既
存
の
複
数
の
条
件
付
現
金

給
付
政
策
を
統
合
し
大
々
的
に
実
施
し

た
こ
と
で
、
世
界
的
に
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ル
ー
ラ
政
権
と
そ
の
後
継

の
ル
セ
フ
労
働
者
党
政
権
（
二
〇
一
一

年
〜
）
に
よ
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
条
件
付

現
金
給
付
政
策
は
、
支
給
額
の
引
き
上

げ
や
受
給
年
齢
の
伸
張
、
同
様
な
政
策

の
追
加
な
ど
が
行
わ
れ
、
政
権
の
看
板

政
策
と
し
て
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
に

集
約
さ
れ
な
が
ら
拡
大
実
施
さ
れ
た
。

●
大
統
領
の
暫
定
措
置
に
よ
る
実
施

ブ
ラ
ジ
ル
の
条
件
付
現
金
給
付
政
策

の
特
徴
と
し
て
、
主
に
大
統
領
が
「
暫

定
措
置
」
と
い
う
権
限
で
ま
ず
施
行

し
、
そ
の
後
、
一
定
期
間
内
に
議
会
の

承
認
を
得
て
正
式
に
実
施
し
て
い
る
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
大

統
領
自
身
の
意
向
や
判
断
で
重
要
な
施

策
を
議
会
の
承
認
な
し
に
暫
定
的
に
実

践
し
、
正
式
な
政
策
と
し
て
の
法
的
な

手
続
き
を
後
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
大
統
領
の
暫
定
措
置

は
、
民
政
移
行
後
の
一
九
八
八
年
憲
法

で
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
起
源
は
一
九

三
〇
年
の
「
大
統
領
令
」
で
あ
り
、
ブ

ラ
ジ
ル
で
二
一
年
間
続
い
た
軍
事
政
権

（
一
九
六
四
〜
八
五
年
）
は
、
こ
の
大

統
領
令
を
多
用
す
る
こ
と
で
独
裁
的
な

政
治
体
制
を
築
い
た
。
現
在
の
暫
定
措

置
は
、
憲
法
に
よ
り
「
例
外
ま
た
は
緊

急
的
な
手
段
」
と
し
て
行
使
が
可
能
で

あ
る
が
、
二
〇
一
三
年
末
ま
で
に
一
二

三
〇
件
、
一
年
平
均
で
五
〇
件
も
の
暫

定
措
置
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
提
出
さ

れ
た
暫
定
措
置
の
う
ち
議
会
で
承
認
さ

れ
た
割
合
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇

一
三
年
一
一
月
ま
で
の
平
均
で
八
七
・

二
％
で
あ
り
、
大
半
の
暫
定
措
置
が
法

制
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ブ
ラ
ジ

ル
で
は
民
政
移
管
に
よ
り
大
統
領
の
権

限
が
縮
小
さ
れ
た
が
、
暫
定
措
置
と
い

う
形
で
大
統
領
の
強
い
権
限
が
存
続
さ

れ
、
現
在
で
も
実
際
に
多
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

近
田 

亮
平

ブ
ラ
ジ
ル
の
条
件
付
現
金
給
付
政
策

特　　集

新興国・発展途上国における
現金給付政策

ボルサ・ファミリア 10 周年記念式典でのルセフ大統領
（2013 年 10 月、ブラジル政府大統領府撮影、http://www2.planalto.gov.br/）



5 アジ研ワールド・トレンドNo.229（2014. 11）

ブラジルの条件付現金給付政策

議
会
で
の
暫
定
措
置
の
審
議
期
間
は

基
本
的
に
六
〇
日
間
だ
が
、
さ
ら
に
六

〇
日
間
の
延
長
が
一
回
で
き
る
た
め
、

最
大
で
一
二
〇
日
間
の
審
議
が
可
能
で

あ
る
。
暫
定
措
置
に
よ
り
大
統
領
は
、

自
身
の
望
む
政
策
を
ま
ず
暫
定
的
に
施

行
し
、
の
ち
に
そ
の
施
策
に
関
し
て
国

民
や
議
会
を
説
得
し
高
い
支
持
を
得
る

こ
と
で
、
議
会
承
認
を
得
た
政
策
の
正

式
実
施
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
後
述

す
る
よ
う
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
条
件
付
現
金

給
付
政
策
は
、
集
約
さ
れ
た
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
の
開
始
を
は
じ
め
、
対
象

者
の
拡
張
や
関
連
政
策
の
統
合
な
ど
、

そ
の
多
く
が
大
統
領
の
暫
定
措
置
に
よ

り
行
わ
れ
て
い
る
。

●
条
件
付
現
金
給
付
政
策
実
施
の

軌
跡

ブ
ラ
ジ
ル
の
条
件
付
現
金
給
付
政
策

は
一
九
九
〇
年
代
、
始
め
は
地
方
自
治

体
レ
ベ
ル
で
施
行
さ
れ
、
の
ち
に
全
国

レ
ベ
ル
へ
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の

先
駆
的
な
も
の
に
、
カ
ル
ド
ー
ゾ
政
権

が
一
九
九
六
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
支
援
を
得

て
開
始
し
た
「
児
童
労
働
撲
滅
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
が
あ
る
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

貧
困
家
庭
の
子
供
の
不
就
労
と
就
学
を

条
件
に
現
金
を
給
付
す
る
も
の
で
、
支

給
額
は
対
象
家
族
の
所
得
や
子
供
の

数
、
居
住
地
域
（
都
市
／
農
村
）
な
ど

で
異
な
る
。
児
童
労
働
撲
滅
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
二
〇
〇
六
年
に
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ

リ
ア
へ
統
合
さ
れ
た
た
め
、
現
在
は
受

給
世
帯
の
所
得
が
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ

ア
の
上
限
額
を
超
え
た
場
合
の
み
、
児

童
労
働
撲
滅
プ
ロ
グ
ラ
ム
分
の
金
額
が

支
給
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
九
年
に
は
、
一
五
〜
一
七
歳

の
若
年
層
に
社
会
教
育
的
な
研
修
を
行

う
「
若
年
層
の
社
会
人
間
開
発
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
が
開
始
さ
れ
た
。
同
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
は
一
年
間
続
く
研
修
へ
の
参
加
を

条
件
に
、
当
時
六
五
レ
ア
ル
（
対
米
ド

ル
為
替
レ
ー
ト
の
二
〇
一
三
年
の
平
均

は
一
米
ド
ル
が
二
・
一
六
レ
ア
ル
）
が

毎
月
支
給
さ
れ
た
。
た
だ
し
後
述
す

る
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
の
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
の
対
象
年
齢
引
き
上
げ
時

に
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
現
金
給
付
部
分

は
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
に
統
廃
合
さ

れ
た
。

二
〇
〇
一
年
に
は
、
大
統
領
の
暫
定

措
置
に
よ
り「
食
糧
手
当
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

が
、
全
国
規
模
で
開
始
さ
れ
た
。
保
健

省
の
政
策
で
あ
る
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

一
人
あ
た
り
世
帯
月
収
が
最
低
賃
金
の

半
分
未
満
の
低
所
得
家
庭
を
対
象
に
、

妊
婦
や
乳
母
に
対
し
て
〇
〜
六
歳
の
子

供
を
持
つ
場
合
、
保
健
医
療
活
動
へ
の

参
加
を
条
件
に
、
一
人
あ
た
り
当
時
一

五
レ
ア
ル
を
最
高
三
人
分
（
計
四
五
レ

ア
ル
）
ま
で
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
じ
二
〇
〇
一
年
に
は
、
同
様
に
大
統

領
の
暫
定
措
置
に
よ
り
「
ボ
ル
サ･

エ

ス
コ
ー
ラ
（
就
学
手
当
）
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
以
下
、ボ
ル
サ･

エ
ス
コ
ー
ラ
）」
が
、

全
国
で
実
施
さ
れ
た
。
教
育
省
の
政
策

で
あ
る
ボ
ル
サ･

エ
ス
コ
ー
ラ
は
、
食

糧
手
当
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
同
じ
貧
困
家
庭

に
対
し
、
七
〜
一
五
歳
の
子
供
を
持
つ

場
合
、
学
校
で
の
就
学
を
条
件
に
同
様

の
金
額
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。
ボ

ル
サ･

エ
ス
コ
ー
ラ
は
、
一
九
九
四
年

に
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
の
カ
ン
ピ
ー
ナ
ス

市
、
一
九
九
五
年
に
ブ
ラ
ジ
リ
ア
連
邦

区
に
お
い
て
、
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い

た
条
件
付
現
金
給
付
政
策
で
あ
る
。

二
〇
〇
二
年
か
ら
は
、
暫
定
措
置
に

よ
り
「
ガ
ス
手
当
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
も
実

施
さ
れ
た
。
鉱
山
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
が
管

轄
す
る
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ボ
ル
サ･

エ
ス
コ
ー
ラ
な
ど
と
同
じ
所
得
条
件
の

貧
困
家
庭
を
対
象
に
、
家
庭
用
の
ガ
ス

購
入
の
補
助
と
し
て
二
カ
月
に
一
回
一

五
レ
ア
ル
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
ブ
ラ
ジ
ル
の
最
低
賃
金
は
、
ひ
と

月
の
基
礎
的
食
糧
や
生
活
品
購
入
額
の

二
倍
前
後
で
、
養
育
費
な
ど
も
必
要
な

世
帯
の
収
入
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。

●
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
へ
の
集
約

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
二
〇
〇
三
年
、
左
派

的
な
政
党
で
あ
る
労
働
者
党
の
ル
ー
ラ

政
権
が
誕
生
し
、
政
権
発
足
時
に
看
板

的
な
社
会
政
策
の
「
飢
餓
ゼ
ロ
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
」（
以
下
、
飢
餓
ゼ
ロ
）
を
暫

定
措
置
に
よ
り
開
始
し
た
。
そ
の
な
か

に
「
食
糧
カ
ー
ド
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と

い
う
現
金
給
付
政
策
が
含
ま
れ
、
同
じ

く
暫
定
措
置
に
よ
り
着
手
さ
れ
た
。
同

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一
人
あ
た
り
世
帯
月
収

が
最
低
賃
金
の
半
分
未
満
の
貧
困
家
庭

を
対
象
に
、
食
糧
購
入
の
補
助
と
し
て

五
〇
レ
ア
ル
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
飢
餓
ゼ
ロ
は
、
飢
餓
撲
滅
を
目
的

に
寄
付
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
民
間

企
業
や
市
民
が
全
国
レ
ベ
ル
で
参
加
す

る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
政
策
で
あ
っ

た
。
し
か
し
飢
餓
ゼ
ロ
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
既
存
や
新
規
の
個
別
政
策
を
ま
と
め

た
総
称
で
も
あ
り
、
具
体
的
な
成
果
が

現
れ
難
か
っ
た
た
め
、
国
民
か
ら
の
評

価
は
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
ル
ー
ラ
政
権
は
、
同
じ
年
の

一
〇
月
に
飢
餓
ゼ
ロ
を
掲
げ
た
別
の
社

会
政
策
を
発
表
し
、
積
極
的
に
推
進
し

始
め
た
。
そ
れ
が
、
の
ち
に
世
界
的
に

も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ボ
ル
サ
・

フ
ァ
ミ
リ
ア
で
、
暫
定
措
置
に
よ
り
開

始
さ
れ
た
。
ボ
ル
サ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
は
、

前
述
し
た
カ
ル
ド
ー
ゾ
政
権
が
開
始
し

た
ボ
ル
サ･

エ
ス
コ
ー
ラ
、
食
糧
手
当

プ
ロ
グ
ラ
ム
、ガ
ス
手
当
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
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お
よ
び
ル
ー
ラ
政
権
自
身
に
よ
る
食
糧

カ
ー
ド
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
四
つ
の
現
金

給
付
政
策
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
現
金
給
付
政
策
は
内
容
的
に

重
複
す
る
部
分
が
多
か
っ
た
が
、
管
轄

省
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
各
々
が
個
別

に
実
施
さ
れ
る
な
ど
、
非
効
率
性
が
問

題
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
ル
ー
ラ
政

権
は
政
権
発
足
と
と
も
に
、
条
件
付
現

金
給
付
な
ど
の
社
会
政
策
を
主
管
す
る

新
た
な
省
を
創
設
し
、
貧
困
削
減
へ
の

取
り
組
み
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
。

ボ
ル
サ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
は
二
〇
一
四

年
一
月
時
点
に
お
い
て
、
対
象
の
貧
困

家
庭
を
一
人
あ
た
り
世
帯
月
収
七
〇
レ

ア
ル
以
下
の
極
貧
家
庭
、
お
よ
び
、
七

〇
〜
一
四
〇
レ
ア
ル
の
貧
困
家
庭
の
二

つ
に
分
類
し
、
子
供
の
就
学
や
予
防
接

種
を
条
件
に
現
金
を
給
付
し
て
い
る
。

支
給
額
は
子
供
の
数
や
年
齢
で
異
な
る

が
、
極
貧
家
庭
の
場
合
、
子
供
や
妊
婦

の
有
無
に
関
わ
ら
ず
基
礎
的
な
扶
助
と

し
て
七
〇
レ
ア
ル
が
支
給
さ
れ
る
。
支

給
額
は
前
述
の
基
礎
的
な
七
〇
レ
ア

ル
、
一
五
歳
以
下
の
子
供
や
妊
婦
一
人

に
対
す
る
三
二
レ
ア
ル
（
最
高
五
人
）、

一
六
〜
一
七
歳
の
子
供
一
人
に
対
す
る

三
八
レ
ア
ル
（
最
高
二
人
）
と
な
っ
て

い
る
（
表
１
）。
ま
た
、
総
受
給
額
は

最
小
三
二
レ
ア
ル
か
ら
最
大
三
〇
六
レ

ア
ル
で
、
そ
の
平
均
額
は
ブ
ラ
ジ
ル
政

府
に
よ
る
と
二
〇
一
三
年
一
〇
月
時
点

で
約
一
五
二
・
六
七
レ
ア
ル
で
あ
っ
た
。

ボ
ル
サ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
は
、
大
統
領
の

暫
定
措
置
に
よ
り
、
二
〇
〇
八
年
に
対

象
年
齢
が
一
五
歳
か
ら
一
七
歳
へ
引
き

上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
支
給
額
や
受
給
条

件
が
そ
の
時
々
の
情
勢
に
合
わ
せ
漸
次

調
整
さ
れ
て
き
た
。

ル
ー
ラ
大
統
領
の
後
継
者
で
同
じ
労

働
者
党
の
ル
セ
フ
大
統
領
は
、
政
権
が

発
足
し
た
二
〇
一
一
年
、
貧
困
が
削
減

傾
向
に
あ
る
近
年
の
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い

て
、
依
然
貧
困
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
極

貧
層
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
「
貧
窮
な
き

ブ
ラ
ジ
ル
計
画
」
と
い
う
社
会
政
策
を

打
ち
出
し
た
。
政
権
発
足
時
に
一
六
二

〇
万
人
い
た
と
さ
れ
る
一
人
あ
た
り
世

帯
月
収
七
〇
レ
ア
ル
以
下
の
極
貧
層
を

対
象
と
し
た
同
計
画
も
、
大
統
領
の
暫

定
措
置
で
開
始

さ
れ
た
。
ル
セ

フ
政
権
は
貧
窮

な
き
ブ
ラ
ジ
ル

計
画
の
具
体
策

と
し
て
、
ボ
ル

サ
・
フ
ァ
ミ
リ

ア
の
受
給
対
象

（
一
五
歳
以
下

の
三
二
レ
ア
ル

支
給
）
を
児
童

の
み
の
三
名
か

ら
現
行
の
よ
う

な
妊
婦
・
乳
母

を
含
む
五
名
へ

拡
張
し
た
り
、

受
給
者
の
選
定

シ
ス
テ
ム
を
改

良
し
受
給
漏
れ
を
減
少
さ
せ
た
り
し

て
、
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
の
発
展
的

な
実
施
に
着
手
し
た
。

ま
た
ル
セ
フ
大
統
領
は
、
〇
〜
六
歳

の
乳
幼
児
を
対
象
と
し
た
「
愛
情
あ
る

ブ
ラ
ジ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
二
〇
一

二
年
、
同
じ
く
暫
定
措
置
に
よ
り
開
始

し
た
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
を
既
に
受
給
し
て
い
て

も
、
一
人
あ
た
り
世
帯
月
収
が
七
〇
レ

ア
ル
未
満
で
〇
〜
六
歳
の
乳
幼
児
が
い

る
場
合
、
実
際
の
一
人
あ
た
り
世
帯
月

収
と
七
〇
レ
ア
ル
と
の
差
額
を
支
給
す

（注）網掛け部分は大統領暫定措置による政策。括弧のなかは開始年。
（出所）筆者作成。

家計
状況

1人あたり
世帯月収

15歳以下の児童、
妊婦･乳母
32レアル/1人
（最高5人）

16～17歳の児童
38レアル/1人
（最高2人）

受給額
（レアル）

極貧 70レアル未満

0人 0人 70 （基礎）
1人＋基礎 0人 102 （32＋70）
0 人 1 人＋基礎 108 （38+70）

5人 基礎 2人 306
（32×5+70+38×2）

貧困 70レアル以上
140レアル未満

0人 0人 0 （基礎ナシ）
1人 0人 32
1人 1人 38
5人 2人 236

表 1　ボルサ ･ファミリアの受給対象や金額

図 1　ブラジルの主な条件付現金給付政策の発展プロセス

（2003.10）

愛情あるブラジル

（2012）

飢餓ゼロ

（2003.1）

食糧カード

PCA

食糧手当

（2001）ガス手当

（2002）

若年社会人間開発

（1999）
ボルサ･エスコーラ

（2001）

カ
ル
ド
ー
ゾ
政
権

ル
ー
ラ
政
権

ル
ジ
ラ
ブ

党
主
民
会
社

党
者
働
労

フ
セ
ル

権
政

対象者拡張（2008）

2006

地方

貧窮なきブラジル

（2011）

児童労働撲滅

（1996）

ボルサ･エスコーラ

（1994）

ボルサ･ファミリア

（出所）社会開発飢餓撲滅省のウェブページのデータ（2014 年 1 月時点）をもとに筆者作成。
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ブラジルの条件付現金給付政策

る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
愛
情
あ
る

ブ
ラ
ジ
ル･

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、ボ
ル
サ
・

フ
ァ
ミ
リ
ア
を
乳
幼
児
向
け
に
拡
張
し

た
貧
困
対
策
だ
と
い
え
る
。

ル
ー
ラ
政
権
の
八
年
間
と
ル
セ
フ

政
権
の
三
年
間
の
合
計
一
一
年
の
間

に
、
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
は
支
給
額

の
増
加
が
四
回
行
わ
れ
た
。
ル
ー
ラ
政

権
に
よ
る
一
〜
三
回
目
は
、
二
〇
〇
七

年
八
月
の
約
一
八
％
、
二
〇
〇
八
年
七

月
の
約
八
％
、
二
〇
〇
九
年
八
月
の
約

一
〇
％
で
、
ル
セ
フ
政
権
に
よ
る
四
回

目
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
約
一
九
％

の
引
き
上
げ
で
あ
っ
た
。
以
上
の
ブ
ラ

ジ
ル
に
お
け
る
条
件
付
現
金
給
付
政
策

が
、
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
に
集
約
さ

れ
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
様
子
を
図
式
化

し
た
も
の
が
図
１
で
あ
る
。

●
大
統
領
が
主
導
し
た
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
の
成
果

一
九
八
五
年
に
軍
政
か
ら
民
政
へ
移

行
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
一
九
八
八
年

に
制
定
し
た
憲
法
で
全
国
民
を
対
象
と

し
た
社
会
保
障
の
普
遍
化
が
理
念
と
し

て
掲
げ
ら
れ
た
。
同
憲
法
を
礎
と
し
て

主
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
そ
れ
以
前

の
社
会
で
正
規
の
セ
ー
フ
テ
ィ･

ネ
ッ

ト
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
人
々
を
包
摂

す
る
形
で
、
普
遍
的
な
社
会
保
障
制
度

の
整
備
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に

加
え
二
一
世
紀
前
後
か
ら
、
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
特

定
の
貧
困
層
に
焦
点
を
あ
て
た
選
別
的

な
条
件
付
現
金
給
付
政
策
も
全
国
規
模

で
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
同
時
期
に
顕
著
化
し
た
経
済
成
長

と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
施
策
が
複
合
的

に
効
果
を
発
揮
し
、
ル
ー
ラ
政
権
の
八

年
間
で
約
三
〇
〇
〇
万
人
が
貧
困
層
か

ら
中
間
層
へ
社
会
上
昇
を
遂
げ
た
と
さ

れ
る
（
参
考
文
献
①
）。

こ
の
よ
う
な
近
年
の
ブ
ラ
ジ
ル
に
お

け
る
貧
困
の
削
減
、
お
よ
び
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
の
普
及
の
状
況
を
ま
と
め

た
の
が
表
２
で
あ
る
。
ボ
ル
サ･

フ
ァ

ミ
リ
ア
の
受
給
家
族
数
は
、
二
〇
〇
六

年
に
は
貧
困
状
況
下
の
世
帯
数
を
上
回

り
、
全
世
帯
に
対
す
る
割
合
も
二
〇
一

三
年
に
二
一
・
一
％
へ
達
し
て
い
る
。

ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
総
合
雑
誌
『
Ｖ
ｅ

ｊ
ａ
』（
二
〇
一
四
年
一
月
一
三
日
）

に
よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
に
は
全
人
口

約
二
億
人
の
二
五
％
以
上
に
相
当
す

る
五
〇
〇
〇
万
人
以
上
が
、
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア
の
裨
益
者
だ
っ
た
と
さ
れ

る
。
本
稿
で
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
条
件
付
現

金
給
付
政
策
が
、
主
に
大
統
領
の
暫
定

措
置
に
よ
り
、
ボ
ル
サ･

フ
ァ
ミ
リ
ア

へ
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
を
ま
と
め

た
が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
と
近
年
の
ブ

ラ
ジ
ル
で
顕
著
化
し
た
貧
困
削
減
と
の

関
連
性
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
関
心
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
②
）。

（
こ
ん
た　

り
ょ
う
へ
い
／
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
グ

ル
ー
プ
）

《
参
考
文
献
》

①
近
田
亮
平
編
『
躍
動
す
る
ブ
ラ
ジ
ル

―
新
し
い
変
容
と
挑
戦
』
日
本
貿
易

振
興
機
構
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二

〇
一
三
年
。

②Cam
pello, T

ereza, and M
arcelo 

C. N
eri eds. Program

a Bolsa 
F
am

ília: um
a década de 

inclusão e cidadania,  Brasília: 
IPEA

, 2013.

（注）PBF はボルサ ･ ファミリア。また、貧困の世帯および人口は一人あたり家計所得が貧困ラインを下回る世帯数および人数。貧困ラインとは、国際機関（FAO と WHO）が推奨する必要カロリー
を満たす基礎食糧品の合計額で、政府の応用経済研究所（IPEA）が算出。

（出所）IPEAdata をもとに筆者作成。

PBF 需給
（家族）

PBF 支給総額
（レアル）

貧困世帯
（世帯）

PBF 需給 /
貧困世帯（％）

PBF 需給 /
全世帯（％）

貧困人口 /
総人口（％）

2004   6,571,839   439,870,605  13,300,716 49.4 11.8 33.7
2005   8,700,445   549,385,527  12,253,729 71.0 15.2 30.8
2006  10,965,810   686,701,812  10,801,411 101.5 18.7 26.8
2007  11,043,076   831,106,698  10,554,074 104.6 18.6 25.4
2008  10,557,996   905,899,897  9,604,697 109.9 17.3 22.6
2009  12,370,915  1,174,266,196  9,289,922 133.2 19.9 21.4
2010  12,778,220  1,239,042,080 ― ― ― ―
2011  13,352,306  1,602,079,650  8,219,647 162.4 20.7 18.5
2012  13,900,733  2,012,526,564  7,437,050 186.9 21.1 16.0

表 2　ボルサ ･ファミリアの普及および貧困状況の推移


